
給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第５号

給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則

給料表の適用範囲に関する規則（昭和32年宮崎県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第６号

職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

職員の管理職手当に関する規則（昭和30年宮崎県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

（教育職給料表（一）の適用範囲） （教育職給料表（一）の適用範囲）

第１条 教育職給料表（一）は、大学に勤務する学長、副学長、学生 第１条 教育職給料表（一）は、大学に勤務する学長、学部長、学生

部長、附属図書館長、教授、准教授、助教、講師及び助手に適用 部長、研究科長、附属図書館長、教授、准教授、助教、講師及び

する。 助手に適用する。

改正後改正前

別表第１（第２条関係）別表第１（第２条関係）

区 分種 別職組 織

［略］本 庁知 事

［略］広報企画監

交通・地域安全

対策監

薬務対策監

計画指導監

施設調査対策監

工事検査監

区 分種 別職組 織

［略］本 庁知 事

［略］広報企画監

交通・地域安全

対策監

薬務対策監

計画指導監

工事検査監
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附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第７号

初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則

初任給調整手当に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表（第６条関係）別表（第６条関係）

木材流通対策監

地域雇用対策監

農水産物ブラン

ド対策監

担い手対策監

農業改良対策監

消費安全企画監

家畜防疫対策監

国営事業対策監

漁業調整監

漁港整備対策監

ダム対策監

空港・ポートセ

ールス対策監

施設保全対策監

副参事

［略］

２１種副学長看護大学

［略］事務局長

［略］

学生部長

附属図書館長

所長身体障害者相談

センター

所長

事務長

こども療育セン

ター

［略］

［略］

［略］

木材流通対策監

農業改良対策監

消費安全企画監

家畜防疫対策監

国営事業対策監

漁業調整監

漁港整備対策監

ダム対策監

空港・ポートセ

ールス対策監

施設保全対策監

副参事

［略］

［略］事務局長

看護大学

［略］学部長

学生部長

研究科長

附属図書館長

所長身体障害者相談

センター

所長

事務長

こども療育セン

ター

［略］

［略］

［略］

２項職員１項職員
職員の区分

期間の区分

［略］円

365，500１年未満

365，500１年以上２年未満

365，500２年以上３年未満

365，500３年以上４年未満

365，500４年以上５年未満

365，500５年以上６年未満

365，500６年以上７年未満

365，500７年以上８年未満

２項職員１項職員
職員の区分

期間の区分

［略］円

268，500１年未満

268，500１年以上２年未満

268，500２年以上３年未満

268，500３年以上４年未満

268，500４年以上５年未満

268，500５年以上６年未満

268，500６年以上７年未満

268，500７年以上８年未満
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［略］ ［略］

附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

地域手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第８号

地域手当に関する規則の一部を改正する規則

地域手当に関する規則（平成18年宮崎県人事委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

附 則 附 則

（平成22年３月31日までの間における県給与条例第５条の６の規 （平成22年３月31日までの間における県給与条例第５条の６の規

定による地域手当の支給割合） 定による地域手当の支給割合）

３ 平成22年３月31日までの間における平成17年改正条例附則第９ ３ 平成22年３月31日までの間における平成17年改正条例附則第９

条の規定により読み替えられた県給与条例第５条の６の人事委員 条の規定により読み替えられた県給与条例第５条の６の人事委員

会規則で定める割合は、 100分の13とする。 会規則で定める割合は、 100分の14とする。

附則別表（附則第２項関係） 附則別表（附則第２項関係）

268，500８年以上９年未満

268，500９年以上10年未満

268，50010年以上11年未満

268，50011年以上12年未満

268，50012年以上13年未満

268，50013年以上14年未満

268，50014年以上15年未満

268，50015年以上16年未満

264，50016年以上17年未満

260，50017年以上18年未満

256，50018年以上19年未満

252，50019年以上20年未満

248，50020年以上21年未満

238，60021年以上22年未満

228，50022年以上23年未満

218，80023年以上24年未満

208，80024年以上25年未満

198，90025年以上26年未満

185，20026年以上27年未満

171，80027年以上28年未満

158，40028年以上29年未満

144，70029年以上30年未満

129，80030年以上31年未満

114，80031年以上32年未満

100，10032年以上33年未満

75，30033年以上34年未満

52，50034年以上35年未満

365，500８年以上９年未満

365，500９年以上10年未満

365，50010年以上11年未満

365，50011年以上12年未満

365，50012年以上13年未満

365，50013年以上14年未満

365，50014年以上15年未満

365，50015年以上16年未満

361，50016年以上17年未満

357，50017年以上18年未満

353，50018年以上19年未満

349，50019年以上20年未満

345，50020年以上21年未満

328，70021年以上22年未満

311，60022年以上23年未満

295，00023年以上24年未満

278，10024年以上25年未満

261，30025年以上26年未満

240，60026年以上27年未満

220，30027年以上28年未満

200，00028年以上29年未満

179，30029年以上30年未満

157，50030年以上31年未満

135，60031年以上32年未満

114，00032年以上33年未満

82，20033年以上34年未満

52，50034年以上35年未満

支 給 地 域支 給 割 合

東京都のうち

特別区

100分の16

大阪府のうち

大阪市

100分の13

［略］

福岡県のうち

福岡市

100分の９

支 給 地 域支 給 割 合

東京都のうち

特別区

100分の17

大阪府のうち

大阪市

100分の14

［略］

福岡県のうち

福岡市

100分の10
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［略］ ［略］

附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第９号

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（昭和46年宮崎県人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（特地公署） （特地公署）

第２条 県給与条例第６条の２第１項に規定する特地公署（以下「 第２条 県給与条例第６条の２第１項に規定する特地公署（以下「

特地公署」という。）は、別表第１に掲げる公署とする。 特地公署」という。）は、別表第１に掲げる公署及び臨時的に置

かれる公署で別に人事委員会が定めるものとする。

（特地勤務手当の月額） （特地勤務手当の月額）

第３条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第１ 第３条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第１

の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額（その額 の級別区分（前条の人事委員会が定める公署にあっては、人事委

が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に 100分の25を乗 員会が定める当該公署の級別区分）に応じ、次に定める支給割合

じて得た額を超えるときは、当該額）とする。 を乗じて得た額（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の

合計額に 100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額）と

する。

６級地 100分の25 ６級地 100分の25

５級地 100分の20 ５級地 100分の20

４級地 100分の16 ４級地 100分の16

３級地 100分の12 ３級地 100分の12

２級地 100分の８ ２級地 100分の８

１級地 100分の４ １級地 100分の４

２〜４ ［略］ ２〜４ ［略］

（準特地公署） （準特地公署）

第４条 県給与条例第６条の２の２第１項に規定する準特地公署（ 第４条 県給与条例第６条の２の２第１項に規定する準特地公署（

以下「準特地公署」という。）は、別表第２に掲げる公署とする 以下「準特地公署」という。）は、別表第２に掲げる公署及び臨

。 時的に置かれる公署で別に人事委員会が定めるものとする。

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係）

級別

区分
公 署 名町村名市郡名

組 織

区 分

［

略］

水産試験場生物利用部小林

分場米良試験地

東臼杵農林振興局椎葉駐在

所

日向土木事務所椎葉駐在所

西米良

村

椎葉村

同

児湯郡

東臼杵

郡

同

知事部

局

［略］

［略］

［略］警察本

部 ［

略］

西都警察署銀鏡駐在所

日向警察署椎葉駐在所

日向警察署松尾駐在所

椎葉村

同

西都市

東臼杵

郡

同

［略］

［

略］

延岡警察署三川内駐在所

高千穂警察署河内駐在所
高千穂

町

延岡市

西臼杵

郡

級別

区分
公 署 名町村名市郡名

組 織

区 分

［

略］

東臼杵農林振興局椎葉駐在

所

日向土木事務所椎葉駐在所

椎葉村

同

東臼杵

郡

同

知事部

局

［略］

［略］

［略］警察本

部 ［

略］

西都警察署銀鏡駐在所

日向警察署椎葉駐在所椎葉村

西都市

東臼杵

郡

［略］

［

略］
高千穂警察署河内駐在所

高千穂

町

西臼杵

郡

［略］ ［略］
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附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第10号

期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則の一部を改正する規則

期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表第１（第５条の３関係）別表第１（第５条の３関係）

加 算 割 合職
給料

表

組織

区分

［略］本庁行政

職

知事

部局 ［略］次長、局長、部（局）

参事、課長、室長、局

次長、広報企画監、交

通・地域安全対策監、

薬務対策監、計画指導

監、施設調査対策監、

工事検査監、木材流通

対策監、地域雇用対策

監、農水産物ブランド

対策監、担い手対策監

、農業改良対策監、消

費安全企画監、家畜防

疫対策監、国営事業対

策監、漁業調整監、漁

港整備対策監、ダム対

策監、空港・ポートセ

ールス対策監、施設保

全対策監

［略］

［略］出先

機関 ［略］副所長、副園長、支所

長、課長、支場長、駐

在所長、教頭、教授、

教務主幹、総務主幹

［略］

［略］

100分の20副学長出先

機関

教育

職（

一）

［略］学生部長、附属図書館

長、教授

［略］

［略］

［略］医療

職（

二）

［略］出先

機関 ［略］主任、助教授

加 算 割 合職
給料

表

組織

区分

［略］本庁行政

職

知事

部局 ［略］次長、局長、部（局）

参事、課長、室長、局

次長、広報企画監、交

通・地域安全対策監、

薬務対策監、計画指導

監、工事検査監、木材

流通対策監、農業改良

対策監、消費安全企画

監、家畜防疫対策監、

国営事業対策監、漁業

調整監、漁港整備対策

監、ダム対策監、空港

・ポートセールス対策

監、施設保全対策監

［略］

［略］出先

機関 ［略］副所長、副園長、支所

長、課長、センター長

、支場長、駐在所長、

教頭、教授、教務主幹

、総務主幹

［略］

［略］

［略］学部長、学生部長、研

究科長、附属図書館長

、教授

出先

機関

教育

職（

一）

［略］

［略］

［略］医療

職（

二）

［略］出先

機関 ［略］主任、准教授

高千穂警察署五ヶ瀬駐在所
五ヶ瀬

町

同
高千穂警察署五ヶ瀬駐在所

五ヶ瀬

町

同



宮 崎 県 公 報平成 21年 ３ 月 31日（火曜日） 号外 第 23号

害 6害

附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成21年３月31日

宮崎県人事委員会委員長 黒 木 奉 武

宮崎県人事委員会規則第11号

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年宮崎県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

別表別表

職機 関

［略］

［略］本庁知事部局

（会計管

理局を含

む。）

［略］［略］出先

機関 学長 副学長 学生部長

附属図書館長 事務局

長 総務課長

看護大学

［略］［略］

［略］教育委員

会 校長 教頭 事務長県立学校

［略］

備考

［略］

職機 関

［略］

［略］本庁知事部局

（会計管

理局を含

む。）

［略］［略］出先

機関 学長 学部長 学生部長

研究科長 附属図書館

長 事務局長 総務課長

看護大学

［略］［略］

［略］教育委員

会 校長 副校長 教頭 事

務長

県立学校

［略］

備考

［略］

附 則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］
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